
河川：那珂川
改正前： 那珂川市不入道、共栄橋から上流三百メートルまで
改正後： 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面

ア　北緯三十三度二十八分十八・八秒　東経百三十度二十五分五・九秒
イ　北緯三十三度二十八分十八・五秒　東経百三十度二十五分四・八秒
ウ　北緯三十三度二十八分十八・二秒　東経百三十度二十四分五十七・二秒
エ　北緯三十三度二十八分十七・一秒　東経百三十度二十四分五十六・八秒

河川：那珂川
改正前： 那珂川市字西隈、西隈堰冠口から上流三百メートルまで
改正後： 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面

ア　北緯三十三度二十九分四十二・二秒　東経百三十度二十五分八・七秒
イ　北緯三十三度二十九分四十一・三秒　東経百三十度二十五分十・四秒
ウ　北緯三十三度二十九分三十二・七秒　東経百三十度二十五分六・七秒
エ　北緯三十三度二十九分三十三・九秒　東経百三十度二十五分七・八秒
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・測量法に基づく国土地理院承認（複製）R 2JHf 419

・本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

・測量法に基づく国土地理院承認（複製）R 2JHf 419

・本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。



河川：那珂川
改正前： 福岡市博多区須崎町、須崎橋下流十メートルから上流柳橋上流三百メートルまで
改正後： 次に掲げるア及びイの点を結んだ線からウ及びエの点を結んだ線に至る間の水面

ア　北緯三十三度三十四分五十・五秒　東経百三十度二十四分四十一・三秒
イ　北緯三十三度三十四分五十一・九秒　東経百三十度二十四分四十三・四秒
ウ　北緯三十三度三十五分四十八・一秒　東経百三十度二十四分○・一秒
エ　北緯三十三度三十五分五十一・二秒　東経百三十度二十四分三・二秒
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・測量法に基づく国土地理院承認（複製）R 2JHf 419

・本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を

得なければならない。


